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【UAゼンセン】

・ 短時間組合員の属性について、男性の平均年齢は46.4歳で、若年層、30代未満と60歳以上の方が多い。独身は
70.5%。女性は平均年齢47.6歳で、30代、40代、50代といったいわゆる主婦層が多い。独身は32.6%。

・ 基本的には収入がある方にはしっかりと社会保険の適用をしていただきたい。現在の社会保障制度には就労抑制
をする機能があると思うので、被用者には被用者保険が適用されることを前提として、年金で言えば１号被保険者、
３号被保険者のあり方を含め、将来ビジョンをしっかりと検討していただき、全体として就労促進につながる制度
を構築していただくことを望んでいる。

【特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ】

・ 日本ではひとり親家庭の相対的な貧困率が非常に高く、50.8％であるということが言われており、その特徴とし
て就労率は非常に高い（81.8％）。また、就労収入は若干上がってきており、10年前が170万円、５年前が180万円
で、平成28年で200万円。

・ 健康保険料を払えず保険証がない世帯や、国民年金の保険料を払えず非加入と答えている世帯がある。医療費助
成制度があっても、医療保険への加入が経済的に難しければ受診できない。

・ シングルマザーの場合、配偶者控除の壁、社会保険適用の壁、児童扶養手当の全部支給の壁、住民税非課税ライ
ンの壁、児童扶養手当の一部支給の壁のために、収入が押し下げられてきたというのがシングルマザーの現実。

【全国コミュニティ・ユニオン連合会】

・ 短時間労働者の属性として、外国人とか高齢者の方に加えて、最近では精神障害等でお休みをされて、その後、
再就職をする際に、なかなか正規で働けないということで、非正規で、病気や一定の障害を抱えたまま短時間で働
くという方も非常に多くなっているという印象。

・ 加入要件を満たしているにもかかわらず加入していないというような声を、未だにたくさん寄せられている。 1

関係団体へのヒアリング（パートの多様性に関する意見）

出所：第５回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会資料２－２より抜粋



501人未満企業に対するアンケートにおける意見 （パートの多様性に関する意見）

➀ 子育て・孫守・家事等、フルタイムで働けず、パートタイムで働く人が増えてきた中で、将来的に安定して働ける環境づくりの
一環として、社会保険制度改正に伴い、従業員へ制度加入の意見を尋ねたところ、大多数が賛成であった。 【医療・福祉】

② 短時間で働きたい障害者や難病、諸々の事情がある者の雇用や、短時間しか仕事のないホームヘルパーの雇用が多く、
それらの人たちの待遇を保証し、より雇用を促進したいため。 【医療・福祉】

③ 従業員(調剤師)の給与が高水準であるため、パートでも扶養に入れず国保に入られている従業員の福利厚生的な意味合
いでの導入、かつ今後の従業員確保の狙い。社保に入れるということで従業員が入社時に選んでくれたという話も聞く。
【その他のサービス業】

④ 実運用まで、半年程かかりましたが、受け止め方は様々でした。基準が下がったことで、喜ぶ人もいましたし、辞めていく人も
いました。 【娯楽業】

⑤ ほとんどの社員から喜ばれ、感謝されています。（３号被保険者だった方はおられませんでした。） 月々の出費が増えること
に不安を感じる方も一部おられましたが（60歳以上の方）、将来年金の受給額が増えるメリットを説明すると理解が得られまし
た。 【卸売業】

⑥ 社会保険に加入することで、手取額が減額されることについて一部の職員から意見がありましたが、労働時間数の増により
手取額を同等額にすること及び将来の年金を考え全員で賛成となりました。 【医療・福祉】

⑦ 社会保険加入により健康保険料の負担も軽く又、将来の年金も増える事など従業員に喜ばれている。労使合意の苦労は特
になかった。 【不動産業】

⑧ 目先の賃金より、老後の保障や病気、ケガなど生活の保障の手厚さがある方が良いと賛同してくれた。
【その他のサービス業】

2

出所：第５回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会資料３より抜粋



短時間労働者の社会保険制度への加入状況

• 短時間労働者の中には、最多となる「国年3号・健保被扶養者」の他にも、年金制度上は国年1号や非加入、医療保険制
度上は国保加入などがおり、保障の内容や保険料負担の状況は多様である。

週実労働時間20～30時間未満の雇用者の社会保険への加入状況（全体を1000とした場合）

3（出所）厚生労働省「国民生活基礎調査（平成28年）」の調査票情報を平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
「高齢期を中心とした生活・就労の実態調査」において独自集計したもの

（注） 週の実際の労働時間（残業を含む）が20～30時間の雇用者（契約期間1月未満の者を除く）について、医療保険及び公的年金の加入状況等に応じて集計したもの。
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一方、年金も増額。
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齢要件を満たさない。
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国民年金第１号被保険者の就業状況

• 雇用者でありながら厚生年金保険には加入できず、自営業者等と同様に国民年金加入となっている者が、国民年金第1
号の４割近くを占めるに至っている。
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（出所）厚生労働省「国民年金被保険者実態調査」



国民年金第１号被保険者の保険料納付状況

（出所）厚生労働省「国民年金被保険者実態調査（2017年）」 5

• 国民年金第1号の保険料納付状況を就業状況別にみると、自営業主や家族従事者に比べ、雇用者（常用雇用やパート・
アルバイト）は完納者の割合が少なくなっている。

• 前回の適用拡大によって厚生年金加入となった元国民年金第１号の国民年金保険料納付状況をみると、約半数が保険
料を免除または未納の状態であった。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自営業主

家族従事者
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週30時間以上のパート・アルバイト
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就業状況別 国民年金第1号の保険料納付状況
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一部免除
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納付特例・納付猶予
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前回の適用拡大によって厚生年金加入となった
元国民年金第１号の国民年金保険料の納付状況

※適用拡大前の被保険者区分は2015年末時点のもの。また、国民年金保険料
の納付状況は今回の調査実施時点での2015年12月分の納付状況。

※ 2015～16年度の納付対象月の保険料のうち、すべてを納付した者を「完納者」、一部を納付した
者を「一部納付者」、全く納付していない者を「1号期間滞納者」としている。また、「申請全額免除」、
「学生納付特例者」、「納付猶予者」はそれぞれ2016年度末の状況で区分している。



雇用者として働く国民年金第1号被保険者の基本属性

• 国民年金第1号の属性を週実労働時間別にみると、共通して「配偶者ありの女性」が多い一方、週20時間未満では「学生」、
週20時間以上では「未婚の男女」や「離別の女性」、特に週30時間以上では「配偶者ありの男性」の比率が高い。

• 週実労働時間が30時間以上の国民年金第1号には、世帯における最多所得者が比較的高い割合で含まれている。
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週実労働時間別 雇用者として働く国民年金第1号の基本属性
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（注２）「男（学生）」と「女（学生）」以外の区分には学生は含まない。

（出所）厚生労働省「国民生活基礎調査（平成28年）」の調査票情報を平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
「高齢期を中心とした生活・就労の実態調査」において独自集計したもの

（注１） 週の実際の労働時間（残業を含む）別に、雇用者（契約期間1月未満の者を除く）の①在学状況・性別・配偶者の状況および②世帯における最多所得者か否かを集計したもの。



母子世帯の就業状況等

• 母子世帯の母の就業状況を見ると、約8割が就業しており、そのうち、「パート・アルバイト等」が約半数となっている。年間収
入を見ると、「正規の職員・従業員」の平均年間就労収入は305万円、「パート・アルバイト等」では、133万円となっている。

• また、社会保険の加入状況をみると、雇用保険に加入しているが厚生年金に加入していない者が一定数見られる。
母子世帯の社会保険の加入状況
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（出所）厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」
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国民年金第３号被保険者の就労状況

• 女性全体の約３割、配偶者ありの女性の約半数が国民年金第３号となっており、国民年金第３号制度は公的年金制度上
の女性の大きな受け皿となっている。

• 国民年金第３号の就業状況をみると、20～30歳代の者には、就労を希望しているにもかかわらず、出産・育児等の理由で
就労していない者が多いが、40～50歳代の者には、就労する者が多く、また、その労働時間も長くなる傾向がある。
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（出所）厚生労働省「国民生活基礎調査（平成28年）」の調査票情報を平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
「高齢期を中心とした生活・就労の実態調査」において独自集計したもの



ご議論頂きたいポイント
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• 現在、被用者保険（厚生年金・健康保険）が適用されていない雇用者に対して、被用者保険の適用

を及ぼす意義について、その多様性を踏まえてどう考えるか。

１．雇用者でありながら被用者保険が適用されていない者の多様性について


